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1.　沿　　　革

　室蘭市の下水道整備は、健康で快適な生活環境づくりを目指して、昭和２６年から調査を

開始した。

　本市の地形が馬蹄形状で起伏が激しく、一つの処理区として整備していくことが困難であ

るため、蘭西地区、蘭東地区、崎守地区の３地区に分割して、整備を段階的に進めることと

なった。

　下水道の整備事業は都市発展に対応した開発の必要から、人口密度の高い蘭西・祝津地区

を対象に、昭和３１年から蘭西下水ポンプ場の建設に着手し、昭和３５年に蘭西下水ポンプ

場が運転を開始したことにより蘭西地区は雑排水を排除できる排水区域となり、昭和３９年

に蘭西下水処理場が運転を開始したことに伴い、蘭西地区は本市で初めての水洗便所が可能

な処理区域となった。

　蘭東地区については、海面との高低差が少なく湿地帯であるが、本市における唯一の平坦

地であり、都市開発の必要から昭和３１年に区画整理事業に着手した。

　この地区は、雨水、汚水の排除が自然流下では困難で、降雨時には家屋の浸水及び汚水の

停滞という劣悪な都市環境を惹き起こし、下水道整備が強く望まれたため、昭和３８年から

中島地区を対象にして雨水排除を主眼とした合流式下水道の事業に着手した。

　区画整理事業が昭和４４年に完成を見ると同時期に中島下水ポンプ場の運転が開始され、

中島地区と同じ条件にあった東町地区も昭和４６年から事業に着手し、この地区を対象とす

る雨水ポンプ場も昭和４９年から運転が開始されたことにより、かつての家屋の浸水や汚水

の停滞が著しく改善された。

　崎守地区（白鳥台地区）については、計画的に整備された良好な住宅地の確保を図るた

め、昭和４１年に白鳥台ニュータウンの建設に着手したことに合わせて下水道整備も進めら

れ、昭和４３年１２月より崎守処理場の運転を開始し、昭和４６年度で管渠の布設を完了し

た。

　下水道計画は、昭和４３年６月の都市計画法の改正により、これに基づく市街化区域が昭

和４５年１２月に決定されたことから、道路、公園、下水道を都市計画における必要最少限

の基盤的な施設として整備するため、市街化区域の内、臨海部を除く区域を下水道計画区域

として見直し、昭和４８年３月、計画区域は５処理区、２，４９２ha、（計画人口２７９，

０００人）として決定を見た。

　絵鞆地区については、絵鞆区画整理事業に合わせ、昭和４７年度より事業に着手し、平成

３年度から一部供用が開始された。

　蘭東地区の雨水及び汚水は太平洋海域に放流しており、加えて中島地区の汚水も室蘭港に

無処理で放流されていることから、漁業資源に多大な影響を与えると同時に、公共水域の水

質汚濁防止の面からも蘭東処理区に下水処理場の早期建設が要求され、昭和４９年度に日本

75



メモ

下水道事業団に委託して蘭東下水処理場の建設に着手し、昭和５３年９月から稼動を開始し

た。

　その後、昭和５４年１０月に市街化区域が変更されたことに伴い、昭和５５年１０月、計

画区域を３処理区とし、２，６３４ha、（計画人口２１９，０００人）に変更すると共に、

排除方式も中島地区のみを合流式とし、他の地区については分流式を採用することとした。

　その後の本市の基幹産業の低迷に伴う著しい人口の減少から、平成元年１２月に計画区域

２,６３７．３ha　（計画人口１３９，０００人）１処理区、１処理場と変更した。

　平成８年３月には計画区域を２，６６７haに変更し、蘭西下水処理場を廃止することと

なった。

　更に、室蘭市総合計画の計画行政人口に併せて、下水道事業基本計画を変更し、平成１６

年度には計画人口を平成３０年で１０９，０００人、平成２０年度には９４，０００人に変

更した。

　また、１処理場化とするための蘭北地区汚水幹線の整備が平成２０年度に完成したため、

平成２０年１０月に崎守下水処理場を廃止することとなった。

　　平成２０年度末の整備済面積は２，５３８.５ha、整備率９５．４％である。
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沿　　革　　一　　覧　　表

認 可 、 条 例 等 施 設 、 事 業 内 容

昭 和 26 年 度 下水道整備調査開始

昭 和 31 年 度 室蘭市公共下水道事業認可を得る 蘭西地区の下水道建設に着手

昭 和 35 年 度 室蘭市下水道事業条例を制定 蘭西汚水中継ポンプ場運転開始

昭 和 38 年 度
蘭東地区（中島地区）の下水道建設に
着手

昭 和 39 年 度 蘭西下水処理場運転開始

昭 和 41 年 度
室蘭市水洗便所改造資金等貸付条例を
制定

崎守地区（白鳥台地区）の下水道建設
に着手

昭 和 43 年 度 崎守下水処理場運転開始

昭 和 44 年 度
室蘭都市計画下水道事業受益者負担に
関する条例制定

中島下水ポンプ場運転開始

昭 和 46 年 度
蘭東地区（東町地区）の下水道建設に
着手

昭 和 47 年 度 絵鞆地区の下水道建設に着手

昭 和 49 年 度 蘭東（雨水）ポンプ場運転開始

蘭東処理場運転開始

下水道使用料徴収事務を水道部に委託
し、上下水道料金徴収一元化を実施

昭 和 54 年 度
崎守地区（崎守町地区）の下水道建設
に着手

昭 和 55 年 度
下水道事業計画変更、5処理区（絵鞆、
蘭西、蘭東、蘭北、崎守）を3処理区
（蘭西、蘭東、蘭北）とする。

蘭東地区（輪西地区）の下水道建設に
着手

昭 和 57 年 度 輪西汚水中継ポンプ場運転開始

昭 和 59 年 度
蘭東地区（水元地区・高砂地区）の下
水道建設に着手

年 度

昭 和 53 年 度
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認 可 、 条 例 等 施 設 、 事 業 内 容年 度

日の出汚水中継ポンプ場運転開始

蘭東下水処理場第２期建設工事完成

昭 和 62 年 度
地方公営企業法の財務規定を適用し企
業会計に移行

下水道事業計画変更

３処理区（蘭西、蘭東、蘭北）を１処
理区（室蘭処理区）とする

平 成 3 年 度 祝津汚水中継ポンプ場運転開始

平 成 4 年 度
機構改革により水道部所属となり、地
方公営企業法の全部を適用する

平 成 5 年 度 母恋汚水中継ポンプ場運転開始

御崎汚水中継ポンプ場運転開始

蘭西下水処理場廃止

蘭東下水処理場増設

本輪西汚水中継ポンプ場運転開始

蘭東下水処理場第２機械棟増設

平 成 10 年 度 蘭西下水処理場解体更地化

平 成 16 年 度 市街化調整区域事業認可取得 蘭東下水処理場汚泥消化タンク増設

平 成 17 年 度 中島地区合流改善事業認可取得

平 成 18 年 度 中島地区合流改善事業着手

崎守汚水中継ポンプ場運転開始

崎守下水処理場廃止

メモ

平 成 20 年 度

昭 和 60 年 度

平 成 9 年 度

平 成 元 年 度

平 成 7 年 度

78



2.　基　本　計　画

備 考

合流式地区面積　243.8ha

市街化調整区域 　31.2ha

（人）

（人）

合流式地区：中島地区

家庭汚水 (90) (60)

（㍑/人・日） (90) (60)

(90) (60)

工場排水

（㎥/日）

74,686

太平洋

A（ロ）

標準活性汚泥法

48,000

36,333

46,082

日平均・日最大

種 別汚

水

量

原

単

位

項 目

計 画 目 標 年 度

計画行政区域内人口

計 画 処 理 人 口

下 水 排 除 方 式

計 画 処 理 区 域 面 積 (ha）

日 最 大

時 間 最 大

処 理 場 名

水 処 理 方 式

計 画 処 理 能 力

放流先名称及び

水質環境基準の類型

日 平 均

日 最 大

時 間 最 大

時 間 最 大

計画下水量

（㎥/日）

日 平 均

510 370

900

基 本 計 画

平成３０年度

95,000

2,660.0

94,000

分流式一部合流式

（ ）値は、地下水量原単位

蘭東下水処理場

一般都市部 住居系地区

2,700

770 750

400 290
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3.　全体計画及び整備状況

8,065ha

3,595ha

2,660.0ha

（都市下水路を除く）

計画処理区域 20年度末現在 整 備 率

面  積   （A） 整備済面積（B） (B)／（A）

ha ha ％

絵 鞆 152.3 110.7 72.7

祝 津 190.8 190.8 100.0

蘭 西 267.1 252.5 94.5

母 恋 166.1 161.1 97.0

御 前 水 87.4 81.4 93.1

輪 西 151.2 128.2 84.8

蘭 東 266.8 266.8 100.0

中 島 388.2 384.4 99.0

高 砂 190.8 190.8 100.0

八 丁 平 237.2 218.4 92.1

本 輪 西 261.1 256.8 98.4

幌 萌 36.1 36.1 100.0

陣 屋 48.1 48.1 100.0

崎 守 216.8 212.4 98.0

2,660.0 2,538.5 95.4

行 政 区 域 面 積

市 街 化 区 域 面 積

計 画 処 理 区 域 面 積

合 計

地 区 名処 理 区 名

室 蘭 処 理 区

80



4.　施　設　概　要

計 画 処 理 能 力 48,000

処理能力（晴天時日最大） 48,000

敷 地 面 積 40,866

所 在 地

処 理 方 法

汚水沈砂池 2 池

雨水沈砂池 3 池

最初沈殿池 2 池

エアレーションタンク 8 池

最終沈殿池 4 池

消毒タンク 5 池

汚泥濃縮タンク 1 池

遠心濃縮機 2 台

汚泥消化タンク（1次・2次） 3 槽

ガスタンク 1 基

遠心脱水機 3 台

汚水中継ポンプ場 9 ヶ所

雨水ポンプ場 1 ヶ所

合流式（汚水・雨水）ポンプ場 1 ヶ所

ポンプ所（汚水） 26 ヶ所

管 渠 延 長 555,985 ｍ

人 孔 11,496 ヶ所

汚 水 桝 22,695 ヶ所

雨 水 桝 5,898 ヶ所

管 渠

ポ ン プ 所

ポ ン プ 場

施 設

処

理

場

蘭 東 下 水 処 理 場

処 理 設 備

㎥／日

㎥／日

標準活性汚泥法

室蘭市寿町３丁目１８番地

㎡
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